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声を上げよう、９条改憲ＮＯ！ 
戦争の反省から生まれた日本国憲法。その基本理念 

「主権在民」「平和主義」「基本的人権の尊重」がことご 

とく脅かされている事態が続いています。 

憲法９条を改悪し、戦争する国づくりをめざしてきた  

安倍前政権。政権を継承した菅政権下においても改憲の 

動きは止まりません。６月１１日には、憲法改定の第一 

歩として国民投票改正案（憲法改正手続法）が参議院本 

会議で強行採決。そして、６月１６日には、安全保障上 

重要な土地の利用規制法を自民党・公明党や日本維新の 

会など国会の数の力で強行成立させました。               ▲ 6.19 街頭行動（三原駅前） 

  私たちは、憲法を改悪して戦争できる国をめざす政治を止めるため、改憲反対の声を上げていかなけ 

ればなりません。県護憲は、憲法を守り活かす活動を県内各地域で展開するとともに、引き続き「戦争 

をさせないヒロシマ１０００人委員会」や「戦争させない・９条壊すな！ヒロシマ総がかり行動実行委 

員会」の共同行動に参加して、戦争法の廃止・改憲阻止の取り組みを行なっていくこととします。 

広島市内で行われている「３の日行動」や三原市、府中市など各地域で行われている「１９日行動」 

への積極的な参加、運動の動きをつくりだしていきましょう。 

 「輝け９条！活かそう憲法！５・３意見広告」へのお礼 

春季護憲月間にあたり、県護憲の呼びかけで取り組みました「５・３意見広告」は、多くのみなさん 

からご賛同（個人＝６０１人・団体＝４６件）を寄せていただき、５月３日の中国新聞朝刊に掲載する

ことができました。賛同いただきました団体、個人のみなさんに心からお礼申し上げます。 


